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条

例

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
号

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
三
節

輸
入
促
進
基
盤
整
備
事
業
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
施
設
に
係
る
不
均
一
課
税

(

第
十
五
条
―
第
十
七
条)

｣

を
削
り
、

｢

第
十
八
条｣

を

｢

第
十
五
条｣

に

改
め
る
。

第
一
条
第
五
号
を
削
る
。

第
二
条
中

｢

租
税
特
別
措
置
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

｣

を

｢

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
六
年
法
律
第
十
四
号
。
以
下
こ
の
節
に
お
い

て

｢

平
成
十
六
年
改
正
法｣

と
い
う
。)

附
則
第
二
十
五
条
第
五
項
又
は
第
四
十
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
平
成
十
六
年
改
正
法
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

｢

旧
租
税
特
別
措
置
法｣

と
い
う
。)

｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中

｢

租
税
特
別
措
置
法｣

を

｢

平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
五
条
第
五
項
又
は
第
四
十
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
租
税
特
別
措
置
法｣

に
改
め
る
。
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第
四
条
第
二
項
中

｢

第
三
十
六
号｣

の
下
に

｢

。
以
下

｢

県
税
条
例｣

と
い
う
。｣

を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
号
中

｢

第
十
二
条
第
一
項
の
表
第
三
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
第
三
号｣

を

｢

第
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
第
二
号｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

第
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
第
二
号｣

を

｢

第
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
第

一
号｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
表
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� ��

区

分

初

年

度

の

事

業

税

第
二
年
度
の
事
業
税

第
三
年
度
の
事
業
税

イ

県
税
条
例
第
五
十
六
条
第

一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
法

人

(

ロ
に
掲
げ
る
法
人
を
除

く
。)

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

の
百
分
の
二
・
二

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
年
八

百
万
円
以
下
の
金
額
の
百
分
の
三
・
三

所
得
の
う
ち
年
八
百
万
円
を
超
え
る
金

額
の
百
分
の
四
・
三

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

の
百
分
の
三
・
三

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
年
八

百
万
円
以
下
の
金
額
の
百
分
の
四
・
九

五所
得
の
う
ち
年
八
百
万
円
を
超
え
る
金

額
の
百
分
の
六
・
四
五

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

の
百
分
の
三
・
八
五

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
年
八

百
万
円
以
下
の
金
額
の
百
分
の
五
・
七

七
五

所
得
の
う
ち
年
八
百
万
円
を
超
え
る
金

額
の
百
分
の
七
・
五
二
五

ロ

三
以
上
の
都
道
府
県
に
お

い
て
事
務
所
又
は
事
業
所
を

設
け
て
事
業
を
行
う
県
税
条

例
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一

号
イ
に
掲
げ
る
法
人

所
得
の
百
分
の
四
・
三

所
得
の
百
分
の
六
・
四
五

所
得
の
百
分
の
七
・
五
二
五

ハ

特
別
法
人

(

ニ
に
掲
げ
る

特
別
法
人
を
除
く
。)

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

の
百
分
の
二
・
八

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
る
金

額
の
百
分
の
三
・
七
五

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

の
百
分
の
四
・
二

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
る
金

額
の
百
分
の
五
・
六
二
五

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

の
百
分
の
四
・
九

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
る
金

額
の
百
分
の
六
・
五
六
二
五

ニ

三
以
上
の
都
道
府
県
に
お

所
得
の
百
分
の
三
・
七
五

所
得
の
百
分
の
五
・
六
二
五

所
得
の
百
分
の
六
・
五
六
二
五



第
三
章
第
三
節
を
削
る
。

第
四
章
中
第
十
八
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

附
則
第
四
項
中

｢

イ
中｣

の
下
に

｢
｢

百
分
の
二
・
二｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
一
・
九｣
と
、

｢

八
百
万
円
以
下
の
金
額
の
百
分
の
三
・
三｣

と
あ
る
の
は

｢

八
百
万
円
以

下
の
金
額
の
百
分
の
二
・
七
五｣

と
、

｢

百
分
の
四
・
三｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
三
・
六｣

と
、

｢
四
百
万
円
以
下
の
金
額
の
百
分
の
三
・
三｣

と
あ
る
の
は

｢

四
百
万
円
以

下
の
金
額
の
百
分
の
二
・
八
五｣

と
、

｢

百
分
の
四
・
九
五｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
四
・
一
二
五｣

と
、

｢
百
分
の
六
・
四
五｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
五
・
四｣

と
、

｢

百

分
の
三
・
八
五｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
三
・
三
二
五｣

と
、

｢

百
分
の
五
・
七
七
五｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
四
・
八
一
二
五｣

と
、

｢

百
分
の
七
・
五
二
五｣

と
あ
る
の
は

� ��

い
て
事
務
所
又
は
事
業
所
を

設
け
て
事
業
を
行
う
特
別
法

人
で
資
本
の
金
額
又
は
出
資

金
額
が
千
万
円
以
上
の
も
の

ホ

県
税
条
例
第
五
十
六
条
第

一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
法

人
及
び
特
別
法
人
以
外
の
法

人

(

ヘ
に
掲
げ
る
法
人
を
除

く
。)

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

の
百
分
の
二
・
八

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
年
八

百
万
円
以
下
の
金
額
の
百
分
の
四
・
二

所
得
の
う
ち
年
八
百
万
円
を
超
え
る
金

額
の
百
分
の
五
・
五

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

の
百
分
の
四
・
二

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
年
八

百
万
円
以
下
の
金
額
の
百
分
の
六
・
三

所
得
の
う
ち
年
八
百
万
円
を
超
え
る
金

額
の
百
分
の
八
・
二
五

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
以
下
の
金
額

の
百
分
の
四
・
九

所
得
の
う
ち
年
四
百
万
円
を
超
え
年
八

百
万
円
以
下
の
金
額
の
百
分
の
七
・
三

五所
得
の
う
ち
年
八
百
万
円
を
超
え
る
金

額
の
百
分
の
九
・
六
二
五

ヘ

三
以
上
の
都
道
府
県
に
お

い
て
事
務
所
又
は
事
業
所
を

設
け
て
事
業
を
行
う
法
人

(

ロ
に
掲
げ
る
法
人
及
び
特

別
法
人
を
除
く
。)

で
資
本

の
金
額
又
は
出
資
金
額
が
千

万
円
以
上
の
も
の

所
得
の
百
分
の
五
・
五

所
得
の
百
分
の
八
・
二
五

所
得
の
百
分
の
九
・
六
二
五

ト

個
人

所
得
の
百
分
の
二
・
五

所
得
の
百
分
の
三
・
七
五

所
得
の
百
分
の
四
・
三
七
五



｢

百
分
の
六
・
三｣

と
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ロ
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ロ
中

｢

百
分
の
四
・
三｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
三
・
六｣

と
、

｢

百
分
の

六
・
四
五｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
五
・
四｣

と
、

｢

百
分
の
七
・
五
二
五｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
六
・
三｣

と
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ハ
及
び
第
十
三
条
第
一
項

第
一
号
の
表
の
ハ
中｣

を
加
え
、

｢

第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ロ
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ロ｣

を

｢

第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ニ
及
び
第
十
三
条
第
一

項
第
一
号
の
表
の
ニ｣

に
、

｢

第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ハ
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ハ｣

を

｢

第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ホ
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第

一
号
の
表
の
ホ｣

に
、

｢
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ニ
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
ニ｣

を

｢

第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
へ
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

の
表
の
ヘ｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
号
及
び
第
九
条
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
一
号

青
森
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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青
森
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

掲
げ
る
事
務｣

の
下
に

｢

並
び
に
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
六
号)

附
則
第
十
七

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法

(

以
下

｢

新
法｣

と
い
う
。)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定

保
守
管
理
医
療
機
器

(

以
下

｢

高
度
管
理
医
療
機
器
等｣

と
い
う
。)

の
販
売
業
又
は
賃
貸
業
の
許
可
に
関
す
る
事
務｣

を
加
え
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
二
号

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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二
十
三

新
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等

の
販
売
業
又
は
賃
貸
業
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

高
度
管
理
医
療
機
器
等
販
売
業

等
許
可
申
請
手
数
料

三
万
二
百
円



別
表
第
二
中

｢

七
一
四
床｣

を

｢

六
八
九
床｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
三
号

青
森
県
病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
病
院
事
業
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

｢

を

｣

｢

に
、

｢

十
万
円｣

を

｢

十
一
万
円｣

に
、

｢

十
五
万
円｣
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｣

を

｢

十
六
万
五
千
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
四
号

青
森
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
営
住
宅
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

駐
車
場
の
利
用
の
承
認)

第
二
十
九
条

入
居
者
又
は
同
居
者
は
、
駐
車
場
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
承
認
に
駐
車
場
の
管
理
の
た
め
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
十
一
条
を
第
三
十
三
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

駐
車
場
の
使
用
料)

第
三
十
条

前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者

(

以
下

｢

駐
車
場
利
用
者｣

と
い
う
。)

は
、
駐
車
場
の
整
備
及
び
管
理
に
要
す
る
費
用
等
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
額
の
使

用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

駐
車
場
の
利
用
の
承
認
の
取
消
し)

第
三
十
一
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

駐
車
場
利
用
者
が
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

二

駐
車
場
利
用
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
当
該
承
認
を
受
け
た
と
き
。

三

駐
車
場
利
用
者
が
駐
車
場
の
使
用
料
を
三
月
以
上
滞
納
し
た
と
き
。

四

駐
車
場
利
用
者
が
駐
車
場
を
故
意
に
き
損
し
た
と
き
。

五

駐
車
場
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

� ��



青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
五
号

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例

(

平
成
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

駐
車
場
の
利
用
の
承
認)

第
二
十
一
条

入
居
者
又
は
同
居
者
は
、
駐
車
場
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
承
認
に
駐
車
場
の
管
理
の
た
め
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

駐
車
場
の
使
用
料)

第
二
十
二
条

前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者

(

以
下

｢

駐
車
場
利
用
者｣

と
い
う
。)

は
、
駐
車
場
の
整
備
及
び
管
理
に
要
す
る
費
用
等
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
額
の

使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

駐
車
場
の
利
用
の
承
認
の
取
消
し)

第
二
十
三
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

駐
車
場
利
用
者
が
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

二

駐
車
場
利
用
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
当
該
承
認
を
受
け
た
と
き
。

三

駐
車
場
利
用
者
が
駐
車
場
の
使
用
料
を
三
月
以
上
滞
納
し
た
と
き
。

� ���



四

駐
車
場
利
用
者
が
駐
車
場
を
故
意
に
き
損
し
た
と
き
。

五

駐
車
場
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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